
一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の維持管理記録 

 

施設名 飯山陸送㈱ハサマ第二最終処分場 

施設設置場所 長野県中野市大字豊津字冷田 5520番地他 

 

◎施設の点検記録（Web公開用） 

点 検 項 目 点 検 日 異 常 の 有 無 講 じ た 措 置 等 

擁壁等 

※基準省令一条第二

項第七号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年１月１０日 無 無 

遮水工等 

※基準省令一条第二

項第九号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年１月１０日 無 無 

調整池等 

※基準省令一条第二

項第一三号及び同第

二条第二項第三号 

令和６年１月１０日 無 無 

浸出液処理設備等 

※基準省令一条第二

項第一四号ロ及び同

第二条第二項第三号 

令和６年１月１０日 無 無 

配管の凍結防止等 

※基準省令一条第二項

第一四号の二及び同第

二条第二項第三号 

令和６年１月１０日 無 無 

 

◎施設の画像記録（Web公開用） 

撮影日 令和６年１月１０日 

 

 



一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の維持管理記録 

 

施設名 飯山陸送㈱ハサマ第二最終処分場 

施設設置場所 長野県中野市大字豊津字冷田 5520番地他 

 

◎施設の点検記録（Web公開用） 

点 検 項 目 点 検 日 異 常 の 有 無 講 じ た 措 置 等 

擁壁等 

※基準省令一条第二

項第七号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年２月９日 無 無 

遮水工等 

※基準省令一条第二

項第九号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年２月９日 無 無 

調整池等 

※基準省令一条第二

項第一三号及び同第

二条第二項第三号 

令和６年２月９日 無 無 

浸出液処理設備等 

※基準省令一条第二

項第一四号ロ及び同

第二条第二項第三号 

令和６年２月９日 無 無 

配管の凍結防止等 

※基準省令一条第二項

第一四号の二及び同第

二条第二項第三号 

令和６年２月９日 無 無 

 

◎施設の画像記録（Web公開用） 

撮影日 令和６年２月９日 

 

 



一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の維持管理記録 

 

施設名 飯山陸送㈱ハサマ第二最終処分場 

施設設置場所 長野県中野市大字豊津字冷田 5520番地他 

 

◎施設の点検記録（Web 公開用） 

点 検 項 目 点 検 日 異 常 の 有 無 講 じ た 措 置 等 

擁壁等 

※基準省令一条第二

項第七号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年３月８日 無 無 

遮水工等 

※基準省令一条第二

項第九号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年３月８日 無 無 

調整池等 

※基準省令一条第二

項第一三号及び同第

二条第二項第三号 

令和６年３月８日 無 無 

浸出液処理設備等 

※基準省令一条第二

項第一四号ロ及び同

第二条第二項第三号 

令和６年３月８日 無 無 

配管の凍結防止等 

※基準省令一条第二項

第一四号の二及び同第

二条第二項第三号 

令和６年３月８日 無 無 

 

◎施設の画像記録（Web 公開用） 

撮影日 令和６年３月８日 

 

 



一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の維持管理記録 

 

施設名 飯山陸送㈱ハサマ第二最終処分場 

施設設置場所 長野県中野市大字豊津字冷田 5520番地他 

 

◎施設の点検記録（Web 公開用） 

点 検 項 目 点 検 日 異 常 の 有 無 講 じ た 措 置 等 

擁壁等 

※基準省令一条第二

項第七号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年４月１０日 無 無 

遮水工等 

※基準省令一条第二

項第九号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年４月１０日 無 無 

調整池等 

※基準省令一条第二

項第一三号及び同第

二条第二項第三号 

令和６年４月１０日 無 無 

浸出液処理設備等 

※基準省令一条第二

項第一四号ロ及び同

第二条第二項第三号 

令和６年４月１０日 無 無 

配管の凍結防止等 

※基準省令一条第二項

第一四号の二及び同第

二条第二項第三号 

令和６年４月１０日 無 無 

 

◎施設の画像記録（Web 公開用） 

撮影日 令和６年４月１０日 

 

 



一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の維持管理記録 

 

施設名 飯山陸送㈱ハサマ第二最終処分場 

施設設置場所 長野県中野市大字豊津字冷田 5520番地他 

 

◎施設の点検記録（Web 公開用） 

点 検 項 目 点 検 日 異 常 の 有 無 講 じ た 措 置 等 

擁壁等 

※基準省令一条第二

項第七号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年５月１０日 無 無 

遮水工等 

※基準省令一条第二

項第九号及び同第二

条第二項第三号 

令和６年５月１０日 無 無 

調整池等 

※基準省令一条第二

項第一三号及び同第

二条第二項第三号 

令和６年５月１０日 無 無 

浸出液処理設備等 

※基準省令一条第二

項第一四号ロ及び同

第二条第二項第三号 

令和６年５月１０日 無 無 

配管の凍結防止等 

※基準省令一条第二項

第一四号の二及び同第

二条第二項第三号 

令和６年５月１０日 無 無 

 

◎施設の画像記録（Web 公開用） 

撮影日 令和６年５月１０日 

 

 




